
募集期間 平成平成平成平成26年３月17日（月）～４月18日（金）

協働推進のための基本方針（案）に対

する市民意見等の募集結果について

地域振興部 市民活動支援課
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市民意見等の募集結果

（１）意見等の提出者数 １７１７１７１７人（提出方法：電子メール２人、持参15人）
（２）意 見 数 １９１９１９１９件

区分区分区分区分 対対対対 応応応応 方方方方 針針針針 件数件数件数件数

１１１１ 基本方針案を修正・追加する基本方針案を修正・追加する基本方針案を修正・追加する基本方針案を修正・追加する ００００

２２２２ 基本方針案に盛り込まれており、修正しない。基本方針案に盛り込まれており、修正しない。基本方針案に盛り込まれており、修正しない。基本方針案に盛り込まれており、修正しない。 ００００

３３３３ 基本方針案は修正しないが、今後の取組において検討又は参考とする。基本方針案は修正しないが、今後の取組において検討又は参考とする。基本方針案は修正しないが、今後の取組において検討又は参考とする。基本方針案は修正しないが、今後の取組において検討又は参考とする。 １７１７１７１７

４４４４ 検討の結果、基本方針案に反映しない。検討の結果、基本方針案に反映しない。検討の結果、基本方針案に反映しない。検討の結果、基本方針案に反映しない。 ２２２２

５５５５ その他その他その他その他 ００００

区分区分区分区分 方方方方 針針針針 （案）（案）（案）（案） のののの 該該該該 当当当当 箇箇箇箇 所所所所 件数件数件数件数

１１１１ 協働の定義協働の定義協働の定義協働の定義 １１１１

２２２２ 協働の原則協働の原則協働の原則協働の原則 １１１１

３３３３ 協働の範囲協働の範囲協働の範囲協働の範囲 ６６６６

４４４４ 協働の手順協働の手順協働の手順協働の手順 １１１１

５５５５ 長野市の取組長野市の取組長野市の取組長野市の取組 １０１０１０１０
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1 基本方針（案）に対する意見・提案

（検討の結果、基本方針案に反映しないもの）

方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

5P ２協働の定義 市民に対し、広く「協働」を推進した

いのなら、まずは「協働とは何か」を

分かりやすく伝えるべきである。

個人であっても問題意識を持ち、その

問題を協働で解決できるというような、

市民一人ひとりが興味を持ち共感して

もらえる書き出しであれば読みやすい。

第1章の「１協働を推進する理由と方向性」の

中で、現状把握として「現状と課題」を記述

し、次に、それらの課題を解決するための考

え方として「協働の定義」を記述しています。

協働を理解していただくためには、この構成

が良いと考えてまとめています。
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第１章基本的な考え方

１ 「協働」を推進する理由と方向性

（１） 人と人とのつながり ～みんなが安心して暮らせるまちを目指して～

（２） 市を取り巻く環境の変化 ～市民参加によるまちづくりに向けて～

（３） 地域の特性を活かしたまちづくり ～地域を誇りに思い、地域に愛着を持つ意識を育むために～

２ 協働の定義

協働とは、さまざまな人や組織が、互いを理解し合い、対等な立場で、特性や長所を

発揮しながら、共通の目的の達成に向けて力を出し合うことです。



方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

10P ①市民協働サ

ポ ー ト セ ン

ターの運営

「市民協働サポートセンター」について、

サポート(支援)という上からの目線の言

葉を配している。また「市民」と名付け

るとどうしても「長野市」を前に付ける

ことになり長くなる。

そこで、長野市にあり協働を(市民と一緒

になって)創出するセンターとして、簡潔

な「長野市協働センター」はいかがか。

若しくは、協働という言葉はまだまだ一

般的でないため、新聞表記でも使われ始

めている「コラボ」という言葉を用いて、

市民がコラボするセンターはいかがか。

「サポート」には、「支援、支える、

援助、助ける」などの意味があります。

この施設では、さまざまな人や組織が、

対等な立場で協働に取り組むために必

要と考える多様な支援（サポート）を

行います。何をする施設なのかがわか

りやすい「市民協働サポートセン

ター」が適切な名称と考えます。

また、コラボレーションは「対等に行

う」という意味が強く感じるため、支

援する施設であることを考えると性質

は異なると考えます。

市では、ＮＰＯやボランティア、市民活動団体等の公益活動を総合的に支援する拠点と

して、市民公益活動センターを設置し、活動を始めるための団体の設立や運営に関する

支援等を行ってきました。

これからは、従来からの支援に加え、さまざまな人や組織による公益的な活動をより発

展させるため、交流や連携の機会を提供するなど、市内における協働の取組がさらに活

発化することを目指します。

なお、施設の名称は、「市民協働サポートセンター」に改め、市民が協働に取り組むため

の多様な支援（サポート）を行います。
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5

方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

9P １協働の手順 協働したいものをまず考えて

仲間を探すという従来の手順

に加え、まず社会の様々な主

体が集まって交流することか

らスタートし、自分のやりた

いことをプレゼンテーション

したり、課題について議論し

たり、みんなでシュミレー

ションしながら実際に企画会

議をするところから、協働が

生まれやすいと考える。

協働にはさまざまなケースがあり、丁寧に記述する

と文章量が多くなり、かえって読みにくいものと

なってしまうため、できる限り要点をしぼって記述

しております。

今回のご提案は、【②協働する相手をさがす】の

「NPOや企業等の取組を確認したり、地域の活動に積

極的に関わってみることも必要でしょう。ときには、

協働の提案や呼びかけも大切です。」に含めて記載

しております。

ご提案のような手順も考えられますので、今後作成

する「職員向けの手引き」などに、より具体的な事

例として示してまいります。

２ 基本方針（案）に対する感想・提案

（（（（計画案は修正しないが今後の取組みにおいて検討または参考とする計画案は修正しないが今後の取組みにおいて検討または参考とする計画案は修正しないが今後の取組みにおいて検討または参考とする計画案は修正しないが今後の取組みにおいて検討または参考とするもの）もの）もの）もの）



方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

5P ３協働の原則 【原則６】「事業や活動の公開」につ

いて、最近は政治、地域事業など活動

の公開が足りないため、これは重要な

ことだと思う。

情報の公開は、透明性を確保するだけでなく、

活動の輪を広げる機会の提供にもつながりま

す。

6P ４協働の範囲 協働推進に向けて、公益活動団体、企

業、行政の双方から協働を呼びかける

ようにするべきだと思う。

協働は、さまざまな人や組織が、主体的に取

り組むことが必要であると考えます。しっか

りと取り組んでまいります。

今までは、国、行政、ＮＰＯなど、そ

れぞれが単独での活動であったが、こ

の基本方針では、それぞれの団体が、

特徴や得意分野を活かして協力できる

体制になっており、この協力体制をさ

らに広げてほしい。

協働は、さまざまな人や組織が、それぞれの

持つ特性や長所を発揮できる関係が必要とな

ります。しっかりと取り組んでまいります。

ボランティア同士、企業とボランティ

アのような様々な協働に広がることは

良い。ボランティアと学校・幼稚園は、

既に始まっているのかもしれないが、

このような協働も良いと思う。

協働は、さまざまな人や組織が、共に社会を

支え合うことが必要であると考えます。しっ

かりと取り組んでまいります。
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方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

6P ４協働の範囲 小・中学校の「総合的な学習」の一部とし

て、協働の取組に参加できれば、児童、生

徒にとっても良い経験となる。

庁内に配置する協働推進員（教育委員会も

含む）を中心として、取り組んでまいりま

す。

長野のまちづくりは住民みんなで考えるべ

きである。行政はもっと住民と関わりを持

ち、意見箱を設置するなど住民の意見を聞

いてほしい。

そして、学生をもっと活用してほしいと思

う。

（他にも同様の意見が1件）

市では、従来の「みどりのはがき」に加え、

「カトウさんへの提案ポスト」の制度も始

めております。さらに住民の皆様のご意見

やご提案を伺いながら、しっかりと取り組

んでまいります。

10P (1) 協働を推進

するための環境

整備

基本方針や活動には、行政や発言力のある

方からの押付けを感じる。社会的弱者と呼

ばれる層からの意見等も反映してほしい。

協働を推進するための環境を整え、市民が

気軽に協働提案や相談ができるよう、しっ

かりと取り組んでまいります。

行政との協働は、市民が行政の窓口に行く

ことで始まるが、団体や企業との協働は、

どの様に進めたら良いのかわからない。

市が関わらない協働に対する相談について

も、市民が気軽に協働提案や相談ができる

よう、体制を整えてまいります。

7



方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

10P ①市民協働サ

ポ ー ト セ ン

ターの運営

運営の際の愛称として、例えば“まんま

る”とつけたらいいのではないか。同セ

ンターが過去２年間に渡って「NPOカ

フェまんまる」という交流会の開催で

「まんまる」という相性で呼び定着しつ

つあり、同センターの実績の上に市民の

声から生まれた愛称として適切である。

ご提案いただいたことを参考にして、市民

が気軽に活用できる施設を目指し、適切な

愛称を考えてまいります。

11P ①協働の取組

に役立つ情報

の発信

市内のＮＰＯの活動内容などの情報を若

者に広げるためには、ＳＮＳを活用すれ

ば活動の輪が広がる。。。。

ＳＮＳなどの情報媒体を活用しながら、よ

り多くの市民が協働に参画できるよう、取

り組んでまいります。

私たちが生まれたときから既に行政機能

が整っており、行政にやってもらうこと

が当たり前と思うところがある。行政は

市民に丸投げするのではなく、市民に対

して、上手に意識付けをしていくことが

必要である。

さまざまな人や組織が、互いに力を合わせ

て、活動することで、住み良いまちづくり

につながります。協働の取組に役立つ情報

を発信しながら、市民の協働に対する意識

の向上に努めてまいります。

協働の取組により、地域の活性化やより

良い住民生活が期待できる。協働の取組

は、ＮＰＯや市民が動かないと進んでい

かないものである。そのため、協働の支

援策や意識啓発などの情報を市から発信

してほしい。

より多くの市民が協働に参画できるように、

協働の取組に関わる情報を分かりやすく発

信してまいります。
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方針案の該当箇所 意見・提案の概要 市の考え方

11P ②自立と活動

に対する支援

まちづくり活動支援事業補助金は、Ｎ

ＰＯ法人やボランティア団体など、ま

ちづくり活動に取り組む団体にとって

は非常に助けとなる。支援制度が充実

することにより、活動が広がっていく

ことに期待する。

地域の特色あるまちづくりにつながる多様

な協働が活発に展開されるよう、しっかり

と取り組んでまいります。

③NPO向けの融

資の促進

金融機関から融資を受けられない法人

等に対して経済面の支援をすることは

良いと思う。ボランティアなどの公益

的な活動をする上で問題となるのはい

つも経済的なことなので、この支援体

制が整うと協働もより推進していくと

思う。

ＮＰＯの立場から融資を行う団体と連携し、

法人等の自立を促すことにより、多様な協

働の拡大につなげてまいります。

④寄附が集ま

りやすい環境

づくりの促進

ＮＰＯ法人などの活動に対する寄附に

は、法人や活動の情報が必要となる。

多くの人に知ってもらうことで寄附の

意識が高まる。

公共的活動に対する寄附を支援する団体と

連携し、市民の寄附意識を高めることによ

り、寄附が集まりやすい環境づくりに努め

てまいります。
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